
議案第２１号 

 

 

   若狭町みかた温泉施設条例の一部改正について 

 

 若狭町みかた温泉施設条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                 若狭町長 渡辺 英朗 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 光熱水費の高騰に伴う利用料金の見直しにより、温泉施設の利用料金を改定する

必要があるので、この案を提出する。 
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若狭町条例第  号 

 

 

   若狭町みかた温泉施設条例の一部を改正する条例 

 

 若狭町みかた温泉施設条例（平成１７年若狭町条例第１７０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表の１ 温泉施設（和室小部屋除く。）の表大人（中学生以上）の項中「６５０

円」を「７００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


